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１ 用途等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ この明細書は、法第 72 条の 23 第１項の規定によりその例に

よるものとされる政令第21条第２項の規定による読替え後の

法人税法第57条第２項から第４項までの規定の適用を受ける

法人が記載し、第６号様式別表９に併せて提出してください。 
⑵ 法人税法第 57 条第２項に規定する合併等事業年度にあって

は、被合併法人等の適格合併の日の前日の属する事業年度又

は残余財産の確定の日の属する事業年度の確定申告書に添付

された第６号様式別表９（当該被合併法人等の最後事業年度

について修正申告書の提出又は更正で、同表の各欄に記載す

べき金額に異動があるものがされていた場合には、当該修正

申告書又は当該更正に係る書類のうち、最も新しいものに添

付された同明細書又は同明細書の各欄に記載すべき金額が記

載された書類）の写しを添付してください。 
⑶ 都道府県内に恒久的施設を有する外国法人については、法人

税法第 141 条第１号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金

額及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額の計算

の別を明らかにして記載してください。 
⑷  法第 72 条の２第１項第１号に掲げる事業と同項第３号に掲

げる事業とを併せて行う法人（同項第１号ロに掲げる法人に

限ります。）にあっては、それぞれの事業に係る欠損金額等又

は災害損失欠損金額の計算の別を明らかにして記載し、それ

ぞれの事業ごとに提出してください。 

 この明細書の各欄につい

ては、おおむね法人税の明

細書（別表７⑴付表１）に記

載したところに準じて記載

します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２「法第 72 条の２第１項 
  第１号 
    ・ に掲げる事業    

第３号         」 

 事業の区分に応じて「第１号」と「第３号」のいずれかを○印

で囲んでください。 
 

 

 

 

 

３「欠損金額等の区分」の欄 
 

 欠損金額等又は災害損失欠損金額の発生した事業年度におけ

る欠損金額等の区分に応じ、いずれかに○印を付して記載しま

す。 

 

 
４「調整後の控除未済欠損金

額等①＋② ③」 
 

 

 

 

 

 

 当該法人との間に法人税法第 57 条第２項に規定する完全支配

関係がある他の内国法人で当該法人が発行済株式又は出資の全

部又は一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当

該他の内国法人に株主等が２以上あるときは、「②」とあるのは、

「（②を当該他の内国法人の発行済株式又は出資（当該他の内国

法人が有する自己の株式又は出資を除きます。）の総数又は総額

で除し、これに当該法人の有する当該他の内国法人の株式又は出

資の数又は金額を乗じて計算した金額）」として記載します。 

 

 

 

 

 

 

５「共同事業要件に該当する

場合又は５年継続支配関係

がある場合のいずれかに該

当する場合」の欄 
 

 

 法人税法第 57 条第３項に規定する政令で定める適格合併に該

当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として

政令で定める場合に該当する場合又は同条第４項に規定する政

令で定める適格組織再編成等に該当する場合若しくは同項に規

定する支配関係がある場合として政令で定める場合に該当する

場合に記載します。 

 法人税法第58条の規定の

適用がある欠損金額につい

ては、記載を要しません。 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６「共同事業要件に該当する

場合又は５年継続支配関係

がある場合のいずれにも該

当しない場合」の各欄 
 

 

 法人税法第 57 条第３項に規定する政令で定める適格合併に該

当する場合若しくは同項に規定する支配関係がある場合として

政令で定める場合のいずれにも該当しない場合若しくは同条第

４項に規定する政令で定める適格組織再編成等に該当する場合

若しくは同項に規定する支配関係がある場合として政令で定め

る場合のいずれにも該当しない場合に記載します。 

 法人税法第58条の規定の

適用がある欠損金額につい

ては、記載を要しません。 
 

 

 
７「支配関係事業年度以後の

欠損金額等のうち特定資産

譲渡等損失相当額の計算の

明細」の各欄 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 法第 72 条の 23 第１項の規定によりその例によるものとされ

る法人税法施行令第 112 条第５項第１号（同条第 11 項において

準用する場合を含みます。）、地方税法等の一部を改正する法律

（令和２年法律第５号）附則第１条第５号に掲げる規定による改

正前の法第 72 条の 23 第１項若しくは第４項の規定によりその

例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令（令

和２年政令第 264 号）による改正前の政令第 20 条の３第１項若

しくは第２項の規定による読替え後の法人税法施行令等の一部

を改正する政令（令和２年政令第 207 号）第１条の規定による改

正前の法人税法施行令（以下「令和２年旧法人税法施行令」とい

います。）第 112 条第５項第１号（同条第 11 項において準用す

る場合を含みます。）又は地方税法等の一部を改正する法律（平

成 27 年法律第２号）附則第１条第９号の２に掲げる規定による

改正前の法第 72 条の 23 第１項若しくは第４項の規定によりそ

の例によるものとされる地方税法施行令の一部を改正する政令

（平成 29 年政令第 118 号）による改正前の政令第 20 条の３第１

項若しくは第２項の規定による読替え後の法人税法施行令等の

一部を改正する政令（平成 29 年政令第 106 号）第１条の規定に

よる改正前の法人税法施行令（以下「平成 29 年旧法人税法施行

令」といいます。）第 112 条第５項第１号（同条第 11 項におい

て準用する場合を含みます。）に掲げる金額を計算する場合に記

載します。この場合において、⑨の欄及び⑩の欄に記載した金額

の計算に関する明細を別紙に記載して添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


